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第６７号議案 

   専決処分の承認を求めることについて

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、

次のとおり専決処分したので、同条第３項の規定によりこれを報告し、承認

を求める。

   令和４年度白石市一般会計補正予算（専決第１３号）

    （令和４年９月２８日専決）

  令和４年１１月２８日

                   白石市長 山 田 裕 一 
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第６８号議案 

   専決処分の承認を求めることについて

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、

次のとおり専決処分したので、同条第３項の規定によりこれを報告し、承認

を求める。

   令和４年度白石市一般会計補正予算（専決第１４号）

    （令和４年１０月２８日専決）

  令和４年１１月２８日

                   白石市長 山 田 裕 一 
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第６９号議案 

   白石市外二町組合の解散について 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２８８条の規定により、令和５

年３月３１日をもって白石市外二町組合を解散することについて、別紙のと

おり構成町と協議するため、同法第２９０条の規定により、議会の議決を求

める。 

  令和４年１１月２８日 

                                      白石市長 山 田 裕 一 
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白石市外二町組合の解散に関する協議書

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２８８条の規定に基づき、白石

市外二町組合（以下「組合」という。）を解散することについて、白石市、

蔵王町及び七ヶ宿町（以下「構成市町」という。）は次のとおり定める。 

（解散の時期） 

第１条 組合解散の期日は、令和５年３月３１日とする。 

 （事務の承継） 

第２条 組合解散後の事務は、すべて白石市が承継するものとする。 

 （その他） 

第３条 この協議書に定めのない事項は、構成市町で協議のうえ、別途定め

るものとする。 

令和 年 月 日 

白石市長  山田 裕一 

蔵王町長  村上 英人 

七ヶ宿町長 小関 幸一 

-4-



第７０号議案 

   白石市外二町組合の解散に伴う財産処分について 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２８９条の規定により、白石市

外二町組合の解散に伴う財産処分について、別紙のとおり構成市町の協議に

より定めるため、同法第２９０条の規定により、議会の議決を求める。 

  令和４年１１月２８日 

                   白石市長 山 田 裕 一
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白石市外二町組合の解散に伴う財産処分に関する協議書 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２８９条の規定に基づき、白石

市外二町組合（以下「組合」という。）の解散に伴う財産処分を次のとおり

定める。 

（財産の帰属） 

第１条 組合の解散に当たり、組合が所有するすべての財産は、病院事業を

承継する白石市に帰属するものとする。 

 （財産処分に係る清算金） 

第２条 白石市外二町組合の解散に係る財産処分の蔵王町及び七ヶ宿町が負

担する清算金は、令和４年度白石市外二町組合公立刈田綜合病院事業決算

書（以下「決算書」という。）のうち別表に示す事務承継の対象となる財

産の価値を除いた方法により算出された貸借対照表における「負債合計額

」から「資産合計額」を差し引いた額に白石市外二町組合規約（以下「規

約」という。）第１３条に定める割合を乗じて得た額とし、蔵王町及び七

ヶ宿町は、決算書を議会の認定に付した後、速やかに白石市へ納入するも

のとする。 

 （清算金の使途） 

第３条 前条に規定する清算金の納入を受けた白石市は、当該清算金を原資

に、白石市に帰属することとなる組合が発行した病院事業に係る地方債未

償還額を償還するものとする。 

 （概算払い） 

第４条 蔵王町及び七ヶ宿町は、白石市へ事前の申し出を行い、白石市が指

定する日までに第２条に規定する清算金の一部を概算払いすることができ

る。当該概算払いの算出根拠は組合の令和４年度決算前の貸借対照表とし

、その算出方法は、第２条の例によるものとする。 

２ 前項に規定する概算払いを実施した場合において、清算金に不足が生じ

る場合は、蔵王町及び七ヶ宿町は、当該不足する額を第２条の例により白

石市へ納入するものとし、清算金の概算払い額が超過する場合は、白石市
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は、当該超過額を蔵王町及び七ヶ宿町へ返還するものとする。 

 （特別貸付金） 

第５条 令和元年度に構成市町が組合に貸し付けた特別貸付金については、

令和５年３月３１日までに組合から返済を受けるものとする。 

 （退職手当組合負担金） 

第６条 組合の解散に伴い発生する宮城県市町村職員退職手当組合への負担

金は、負担金の額に規約第１３条に定める割合を乗じた額を構成市町がそ

れぞれ同退職手当組合に納入する。 

 （その他） 

第７条 この協議書に定めのない事項は、構成市町で協議のうえ、別途定め

るものとする。 

別表（第２条関係）事務承継の対象となる財産 

大区分 中区分 小区分 名称 

資産の部 固定資産 有形固定資産 器械及び備品 

資産の部 固定資産 有形固定資産 車輛 

資産の部 固定資産 有形固定資産 リース資産 

資産の部 固定資産 無形固定資産 電話加入権 

資産の部 固定資産 投資 長期貸付金 

資産の部 固定資産 投資 その他投資 

資産の部 流動資産  現金及び預金 

資産の部 流動資産  未収金 

資産の部 流動資産  貯蔵品 

負債の部 流動負債  未払金 
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令和 年 月 日 

白石市長  山田 裕一 

蔵王町長  村上 英人 

七ヶ宿町長 小関 幸一 
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第７１号議案 

   白石市病院事業の設置等に関する条例 

 上記の議案を提出する。 

  令和４年１１月２８日 

                                      白石市長 山 田 裕 一 
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   白石市病院事業の設置等に関する条例（案） 

 （趣旨） 

第１条 この条例は、地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号。以下「

法」という。）第４条の規定に基づき、病院事業の設置及びその経営の基

本に関し、必要な事項を定めるものとする。 

 （病院事業の設置） 

第２条 住民にとって良質で信頼される医療及び介護保険事業を提供するた

め、病院事業を設置する。 

 （経営の基本） 

第３条 病院事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を

増進するように運営されなければならない。 

２ 病院事業は、他の医療機関等との連携に努めるものとする。 

 （病院の名称、位置及び事業） 

第４条 病院事業を行うための施設（以下「病院」という。）の名称及び位

置は、次のとおりとする。 

 (１) 名称 公立刈田綜合病院 

 (２) 位置 白石市福岡蔵本字下原沖３６番地 

２ 診療科目及び診療部門は、規則で定める。 

３ 病床数は、一般病床１９９床とする。 

４ 病院の休診日及び外来診療受付時間は、規則で定める。 

 （重要な資産の取得及び処分） 

第５条 法第３３条第２項の規定により予算で定めなければならない病院事

業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格（適正な対価を得てする

売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価格）が２，０

００万円以上の不動産若しくは動産の買入若しくは譲渡（不動産の信託の

場合を除き、土地については１件５，０００平方メートル以上のものに係

るものに限る。）又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする

。 

 （議会の同意を要する賠償責任の免除） 

第６条 法第３４条において準用する地方自治法（昭和２２年法律第６７号
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）第２４３条の２の２第８項の規定により病院事業の業務に従事する職員

の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該

賠償責任に係る賠償額が１００万円以上である場合とする。 

 （議会の議決を要する負担付きの寄附の受領等） 

第７条 病院事業の業務に関し、法第４０条第２項の規定に基づき条例で定

めるものは、負担付きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の

価格が３００万円以上のもの及び法律上白石市の義務に属する損害賠償の

額の決定で当該決定に係る金額が１００万円以上のものとする。 

 （業務状況説明書類の作成及び公表） 

第８条 市長は、病院事業に関し、法第４０条の２第１項の規定に基づき毎

事業年度４月１日から９月３０日までの業務の状況を説明する書類を１１

月３０日までに、１０月１日から３月３１日までの業務の状況を説明する

書類を５月３１日までに作成し公表しなければならない。 

２ 前項の業務の状況を説明する書類には、次に掲げる事項を記載するとと

もに、１１月３０日までに作成する書類においては前事業年度の決算の状

況を、５月３１日までに作成する書類においては同日の属する事業年度の

予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。 

 (１) 事業の概況 

 (２) 経理の状況 

 (３) 前２号に掲げるもののほか病院事業の経営状況を明らかにするため

市長が必要と認める事項 

３ 天災その他やむを得ない事故により、第１項に定める期日までに同項の

業務の状況を説明する書類を作成し公表することができなかった場合にお

いては、市長は、できる限り速やかにこれを作成し公表しなければならな

い。 

 （指定管理者による管理） 

第９条 病院の管理は、地方自治法第２４４条の２第３項の規定により、市

長が指定した法人その他の団体（以下「指定管理者」という。）に行わせ

るものとする。 

 （指定管理者が行う業務） 
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第１０条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。 

 (１) 医療の提供に関する事業 

 (２) 介護保険法（平成９年法律第１２３号）の規定による介護サービス

の提供に関する事業 

 (３) 病院の利用に係る料金（以下「利用料金」という。）及び手数料に

関する業務 

(４) 健康診断その他住民の健康増進に関する事業 

(５) 病院の施設及び設備等の維持管理に関する業務 

 (６) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業 

 （指定管理者による管理の基準） 

第１１条 指定管理者は、前条に規定する業務を行うに当たっては、関係法

令を遵守するとともに、良質で信頼される医療及び介護保険事業を住民に

提供しなければならない。 

（利用料金及び手数料） 

第１２条 利用料金の額は、次に掲げる額とする。 

(１) 健康保険法（大正１１年法律第７０号）第７６条第２項（同法第１

４９条において準用する場合を含む。）及び高齢者の医療の確保に関す

る法律（昭和５７年法律第８０号）第７１条第１項の規定により厚生労

働大臣が定める診療報酬の算定方法により算定した額 

 (２) 健康保険法第８５条第２項（同法第１４９条において準用する場合

を含む。）及び第８５条の２第２項（同法第１４９条において準用する

場合を含む。）並びに高齢者の医療の確保に関する法律第７４条第２項

及び第７５条第２項の規定により厚生労働大臣が定める入院時食事療養

費に係る食事療養及び入院時生活療養費に係る生活療養の費用の額の算

定に関する基準により算定した額 

 (３) 利用料金のうち前２号に定めるところにより算定することができな

いものにあっては、別表第１に定める額の範囲内において指定管理者が

市長の承認を得て定める額 

２ 手数料の額は、別表第２に定める額とする。 

 （利用料金及び手数料の納付） 
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第１３条 病院を利用する者（以下「利用者」という。）は、利用料金及び

手数料を指定管理者に納付しなければならない。 

２ 前項の規定により指定管理者に納付された利用料金は、地方自治法第２

４４条の２第８項の規定により、指定管理者の収入として収受させる。 

３ 市長は、前条第２項に規定する手数料について、法第３３条の２の規定

により、その徴収を委託するものとする。 

４ 利用者は、外来診療にあってはその都度、入院診療にあっては指定管理

者の定める日までに利用料金及び手数料を納入しなければならない。ただ

し、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。 

５ 指定管理者は、市長の承認を受けた基準により、利用料金及び手数料を

減免し、又はその徴収を猶予することができる。 

６ 既納の利用料金及び手数料は、還付しない。ただし、前条第１項第１号

及び第２号のうち被保険者負担額の過誤納が生じたとき又は市長の承認を

受けた基準により、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、この

限りでない。 

（利用の制限） 

第１４条 指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、

その利用を制限することができる。 

 (１) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められ

るとき。 

 (２) 病院の施設又は設備等を損傷するおそれがあると認められるとき。 

 (３) 前２号に掲げるもののほか、病院の管理上支障があると認められる

とき。 

２ 指定管理者は、利用者の数が病院の収容能力を超えるおそれがあるとき

その他管理上必要があると認めるときは、利用者の数を制限することがで

きる。 

（管理の細則) 

第１５条 この条例及びこの条例に基づく規則に定めるもののほか、病院の

管理に関し必要な事項は、指定管理者が市長の承認を得て定める。 

 （損害賠償等） 
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第１６条 故意又は過失により、病院の施設及び設備等をき損又は滅失した

者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情が

あると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。 

 （委任） 

第１７条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和５年４月１日から施行する。 

 （準備行為） 

２ 白石市公の施設における指定管理者の指定の手続等に関する条例（平成

１６年白石市条例第１６号）の規定による指定管理者の協定の締結等の行

為並びにこの条例の第１２条第１項第３号及び第１５条の規定による市長

による承認及びこれに関し必要な行為は、この条例の施行前においても行

うことができる。 
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別表第１（第１２条関係） 

区分 料金 摘要 

１ 室料差額         １日 

（１）個室Ａ １床室 5,500 円 消費税法（昭和６３年法律第１０

８号）別表第１第８号に規定する

助産に係る資産の譲渡等（以下

「助産に係る資産の譲渡等」とい

う。）に該当するものにあっては、

（１）については 5,000 円、（２）

については 3,000 円 

 （２）個室Ｂ １床室 3,300 円

 （３）地域包括ケア病棟・回復期リ

ハビリテーション病棟個室 Ａ

１床室 

4,400 円

 （４）地域包括ケア病棟・回復期リ

ハビリテーション病棟個室 Ｂ

１床室 

2,200 円

２ 産婦人科料金 

 （１）初診料 3,600 円 時間内 

5,000 円 時間外 

6,500 円 深夜・休日 

初診料（超音波検査含） 8,500 円 時間内 

10,500 円 時間外 

12,500 円 深夜・休日 

    再診料金・妊婦検診 2,600 円 時間内 

3,500 円 時間外 

4,500 円 深夜・休日 

    再診料金・妊婦検診（超音波

検査含） 

6,700 円 時間内 

8,500 円 時間外 

10,500 円 深夜・休日 

 （２）婦人科初診料 3,300 円 時間内 

4,950 円 時間外 

6,600 円 深夜・休日 

    婦人科初診料（超音波検査含） 8,800 円 時間内 

11,000 円 時間外 

13,200 円 深夜・休日 

    婦人科再診料 2,200 円 時間内 

    再診料金・妊婦検診 3,300 円 時間外 

4,400 円 深夜・休日 

    再診料金・妊婦検診（超音波

検査含） 

6,600 円 時間内 

8,800 円 時間外 
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11,000 円 深夜・休日 

 （３）各種相談指導料 

    初回 6,600 円

    ２回目以降 4,400 円

    産後指導料（初回） 1,000 円

    産後指導料（２回目以降） 500 円

    乳房相談料 2,200 円

    乳房相談料 3,300 円 他院で分娩 

    その他相談料１（時間による） 3,300 円

    その他相談料２（時間による） 6,600 円

 （４）妊娠反応検査 3,300 円

 （５）超音波検査料 3,300 円

 （６）ＮＳＴ 2,200 円 助産に係る資産の譲渡等に該当

するものにあっては、2,000 円 

 （７）人工妊娠中絶手術料 

    11 週以内１（難易度による） 121,000 円

132,000 円

143,000 円

154,000 円

    12 週以上 220,000 円

 （８）麻酔料 22,000 円

 （９）ＩＵＤ挿入料１（器具の種類

による） 

44,000 円

    ＩＵＤ挿入料２（器具の種類

による） 

77,000 円

    ＩＵＤ抜去料 11,000 円

    ミレーナ挿入料 88,000 円

    ＩＵＳ抜去料 11,000 円

 （10）不妊手術料 110,000 円

 （11）分娩料（１児につき） 250,000 円 経産（時間内） 

280,000 円 経産（時間外・難産） 

290,000 円 経産（深夜・休日） 

270,000 円 初産（時間内） 

300,000 円 初産（時間内・時間外） 

310,000 円 初産（深夜・休日） 

 （12）新生児管理料     １日 10,000 円
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 （13）乳房マッサージ料 4,400 円

 （14）子宮癌検診料 7,570 円 初診料・外来診療料含む 

 （15）産婦検診料 5,000 円

 （16）産婦処置料 3,000 円

 （17）経口避妊薬（１ヶ月分） 3,850 円 薬剤料・管理料・指導料含む 

 （18）検査料 

    ＡＴＬＡ抗体検査料 3,300 円

トキソプラズマ抗体検査料 2,200 円

    クラミジア抗原検査 4,400 円

    クラミジア抗体検査 4,400 円

    淋菌検査料 4,400 円

淋菌及びクラミジア同時検査

料 

6,600 円

    ＨＩＶ抗原抗体検査料 5,500 円 一般用（検査判断料・血液採取料

を含む） 

    ＨＩＶ抗原抗体検査料 2,000 円 妊婦健診用 

    梅毒反応検査 3,300 円 3,000 円 

    血液型検査料（ＡＢＯ式ＲＨ

式） 

2,200 円 2,000 円 

    貧血検査料 2,200 円 2,000 円 

    Ｂ型肝炎抗原検査料 2,200 円 2,000 円 

    Ｃ型肝炎抗体検査料 3,300 円 3,000 円 

    不規則抗体検査料 3,300 円 3,000 円 

    風疹抗体検査料 2,200 円 2,000 円 

    血糖値検査料 2,200 円 2,000 円 

    ヘパプラスチンテスト 2,200 円

    末梢血検査 2,200 円

    ＨＰＶ検査 5,500 円

    骨塩定量検査 3,300 円

    妊娠診断検査（超音波） 5,300 円 ※(18)検査料のうち梅毒反応検

査料から血糖値検査料までの検

査料については助産に係る資産

の譲渡等に該当する場合消費税

は加算されない。なお、この場合

の料金は摘要に記載の料金とす

る。上記にない検査が行われた場
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合は健康保険法に定める点数に

準じる。 

（19）乳房検診料 7,150 円

 （20）人工受精１（難易度による） 22,000 円

    人工受精２（難易度による） 33,000 円

 （21）緊急避妊法１ 11,000 円 初診・指導料・レボノルゲストレ

ル錠代含む 

    緊急避妊法２ 13,620 円 初診・指導料・ノルレボ錠代含む

 （22）入院料 健康保険法

に定める点

数に準じる

    入院料（産褥等）（１日、寝具、

食事、新生児取扱料を含む） 

10,000 円

 （23）子宮頸がん予防ワクチン 

    初回相談料 3,300 円

    初回接種料（サーバリスク） 17,600 円

    ２回目以降接種料（サーバリ

スク） 

16,500 円

    接種料（シルガード９） 28,600 円

 （24）流産組織染色体検査 66,000 円

 （25）抗ミュラー管スクリーニング

検査 

8,500 円

 （26）新生児聴覚スクリーニング検

査（ＡＡＢＲ） 

8,000 円

新生児聴覚スクリーニング検

査（ＯＡＥ） 

5,500 円

３ 処置料及び検案料 

 （１）死体処置料 5,500 円

 （２）死体検案料 22,000 円 時間内 

44,000 円 時間外 

66,000 円 深夜・休日 

４ 診断及び検診料 

 （１）健康診断料 （右記の金

額） 

初診料の額及びそれぞれの検査

料を加算した額に１００分の１

１０を乗じて得た額と普通診断

書料を加算した額 
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 （２）１ヶ月検診料（児） 7,260 円 初診料・外来診療料・薬代を含む

 （３）先天性代謝異常検査採血料 4,100 円

５ 入院使用料 

 （１）病衣（新生児用）   １日 275 円

 （２）病衣（一般用）    １日 55 円 助産に係る資産の譲渡等に該当

するものにあっては、50円 

６ 容器代等 

 （１）特殊容器代１個 実費  

 （２）診察券 110 円 再発行のみ 

７ 院内使用料 

 （１）売店電気使用料 実費  

 （２）食堂電気・ガス・水道料 実費 

（３）自動販売機設置手数料 

１台 １ヶ月 3,000 円

 （４）自動販売機電気手数料 

１台 １ヶ月 実費 

８ 訪問診療・看護・退院前訪問自動

車使用料 

 （１）白石地区、福岡（三住、蔵王、

不忘地区を除く） 

550 円

 （２）越河、斎川、大平、大鷹沢、

白川及び小原（上戸沢、下戸沢

地区を除く） 

1,100 円

 （３）福岡の三住、蔵王、不忘及び

小原の上戸沢、下戸沢 

1,650 円

 （４）その他の地区 2,200 円

９ 保険外併用療養費 

 選定療養 健康保険法第６３条第２項第５

号及び高齢者医療確保法第６４

条第２項第５号の規定に基づき

厚生労働大臣の定める療養 

 （１）非紹介患者初診加算料 1,100 円

 （２）特別長期入院料 

（入院期間が１８０日を超える入

院料） 

ア 急性期一般入院料１の場合 

１日 2,728 円

イ 急性期一般入院料２の場合 

１日 2,673 円
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ウ 急性期一般入院料３の場合 

１日 2,552 円

10 相談料 

  セカンドオピニオン外来 

 （１）３０分以内 11,000 円

 （２）３０分を超える場合の加算料 5,500 円 ３０分を超える場合は１５分ご

とに 5,500 円を加算する。 

11 予防接種料        １回 

 （１）ＭＲワクチン 各市町村と

の委託契約

等による 

 （２）麻疹ワクチン 各市町村と

の委託契約

等による 

 （３）風疹ワクチン 各市町村と

の委託契約

等による 

 （４）おたふく風邪ワクチン 各市町村と

の委託契約

等による 

 （５）四種混合ワクチン 各市町村と

の委託契約

等による 

 （６）三種混合ワクチン 各市町村と

の委託契約

等による 

 （７）二種混合ワクチン 各市町村と

の委託契約

等による 

 （８）日本脳炎 各市町村と

の委託契約

等による 

 （９）アクトヒブ(Ｈｉｂワクチン) 各市町村と

の委託契約

等による 

 （10）小児用肺炎球菌ワクチン 各市町村と  
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の委託契約

等による 

 （11）水痘ワクチン 各市町村と

の委託契約

等による 

 （12）ロタウイルスワクチン（１回

目） 

各市町村と

の委託契約

等による 

 （13）ロタウイルスワクチン（２回

目） 

各市町村と

の委託契約

等による 

 （14）ＢＣＧ 各市町村と

の委託契約

等による 

 （15）肺炎球菌ワクチン（一般） 各市町村と

の委託契約

等による 

 （16）Ａ型肺炎ワクチン 各市町村と

の委託契約

等による 

 （17）Ｂ型肺炎ワクチン 各市町村と

の委託契約

等による 

 （18）沈降破傷風トキソイド 各市町村と

の委託契約

等による 

 （19）ジフテリアトキソイド 各市町村と

の委託契約

等による 

 （20）不活化ポリオワクチン 各市町村と

の委託契約

等による 

 （21）インフルエンザ 各市町村と

の委託契約

等による 

12 その他 

-21-



 （１）紙おむつ（大人用）  １枚 55 円

 （２）紙おむつ（小人用）  １枚 55 円

 （３）尿取りパッド     １枚 55 円

 （４）アナフィラキシー補助治療剤

（自己注射用エピネフリン注射

液（エピペン注射液０．３ｍｇ））

１回 15,400 円

 （５）腹帯         １枚 880 円

 （６）Ｔ字帯        １枚 330 円

 （７）フィルムコピー代   １枚 550 円

 （８）レントゲン画像等が記録され

た電子媒体        １枚 2,200 円

備考  

１ この表において、「時間内」とは、休診日を除く午前８時から午後６時までを、「時

間外」とは、午前６時から午前８時まで及び午後６時から午後１０時までを、「深夜」

とは、午後１０時から翌日午前６時までをいう。

２ 自己の故意の犯罪行為等、又は交通事故による自費診療については、健康保険法に

定める点数に１００分の２００を乗じて得た額とする。

３ その他法令に基づくものについては、当該法令の定める額とする。

４ この表の区分の欄に掲げるもの以外のものについては、市長がその都度定める金額

による。
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別表第２（第１２条関係） 

区分 料金 摘要

文書料（１通につき）

 （１）普通診断書 3,300 円 公務災害の申請に関しては3,000円

 （２）特殊診断書 7,700 円 生命保険・裁判所・年金・恩給・症

状照会書 

8,800 円 症状照会書（５問以上） 

（３）生命保険等証明書（診断書） 6,600 円

 （４）各種証明書 2,200 円

 （５）免許関係診断書 3,300 円

 （６）死亡診断書 4,400 円

 （７）生命保険等死亡証明書（死亡

診断書）

7,700 円

 （８）死体検案書 5,500 円

 （９）自動車賠償責任保険診断書 6,600 円

 （10）自動車賠償責任保険明細書 5,500 円

 （11）患者紹介文書料 3,300 円 本人希望の場合のみ 

 （12）身体検査書 3,300 円

 （13）面談料（１回） 6,600 円 生命保険等証明書（診断書）に準じ

る。 

 （14）医療費証明書 1,100 円

 （15）母性健康管理指導事項連絡カ

ード 

3,300 円

 （16）妊娠経過記録証明書 3,300 円

備考 この表の区分の欄に掲げるもの以外のものについては、市長がその都度定める金額

による。

-23-


